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第１章 計画に関する基本的事項 

１ 計画策定の趣旨 

○ 本県では、これまで、地域社会の中で、安心して保健・医療・介護・福祉のサービスが受けられ

る「健康安心・福祉社会」の実現を目指し、「岩手県保健医療計画 2018－2023」（以下「保健医療計

画」という。）を策定し、急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築に

取り組んできました。 

 

 ○ また、国は平成 30年 7月に「医療法及び医師法の一部を改正する法律」（平成 30年法律第 79号）

を制定し、同法により改正された医療法（昭和 23年法律第 205号）の規定により、各都道府県は、

医療計画の一部として医師の確保に関する事項を定めることとされました。 

 

 ○ 医療提供体制の構築には、医療従事者の確保が必要不可欠であり、本県では令和２年３月に、令

和２年度から令和５年度までの４か年計画として「岩手県医師確保計画」を策定し、医師のライフ

ステージ毎に医師確保の施策を展開してきました。 

 

 ○ こうした取組により、本県の医師総数及び人口 10 万人当たりの医師数は着実に増加しています

が、依然として医師が不足している状況にあり、全国との格差及び県内の地域偏在及び診療科偏在

の解消には至っていません。 

 

 ○ このことから、本県の医師不足及び偏在解消に向けた取組みのため、医療法等の関係法令及び「医

師確保計画策定ガイドライン」（令和５年３月 31日付け医政医発 0331 第３号）等を踏まえ、今般、

令和６(2024)年度から令和８(2026)年度までを計画期間とする新たな「岩手県医師確保計画」を策

定しました。 

 

２ 計画の性格 

○ 医師確保計画は、医療法第 30 条の４第１項に規定する医療計画の一部であり、岩手県保健医療

計画（Ｒ６－Ｒ11）の第４章第３節「保健医療を担う人材の確保・育成」を補うものとして、医師

確保の方針及び確保すべき医師の数の目標、目標の達成に向けた施策を定めるものです。 

 

○ 本計画では、医師偏在指標に基づき、県全体（三次医療圏）及び二次医療圏毎の、医師少数区域

及び医師多数区域を設定し、圏域毎に確保すべき医師数の目標と具体的な施策を定めることとしま

す。 

 

○ また、全国的に医師の不足が深刻な産科及び小児科については、国が個別に算出した医師偏在指

標に基づき、医師確保対策を講じることとします。 
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３ 計画の期間 

○ 計画の期間は、令和６年度を初年度とし、令和８年度を目標年次とする３か年計画とします。 

 

 〇 医師確保計画は、保健医療計画の一部として策定されますが、第８次保健医療計画は令和６年度

から令和 11 年度を計画期間として策定されることから、第８次医師確保計画（前期）として策定

します。 

 

○ 令和９年度以降は、本計画の目標達成状況などの評価を踏まえ、第８次保健医療計画の中間年で

の見直しに合わせ、第８次医師確保計画（後期）として見直しを行い、令和 18 年度までに医師の

偏在解消を目指します。 
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第２章 現状 

１ 医師偏在指標及び医師少数区域・医師多数区域 

 ○ 県全体の医師偏在指標は、182.5であり、医師少数都道府県に分類されています。 

    また、二次医療圏毎の状況については、盛岡医療圏は医師多数区域となっていますが、盛岡医療

圏と二戸医療圏を除く７医療圏は医師少数区域となっており、医師確保のための対策を講じる必要

があります（図表１）。 

（図表１） 医療圏域別医師偏在指標 

医師偏在指標 順　位 区　分

182.5 47 医師少数県

244.6 79 医師多数区域

200.9 156

151.1 293 医師少数区域

144.9 304 医師少数区域

144.1 307 医師少数区域

142.4 309 医師少数区域

135.4 319 医師少数区域

134.5 321 医師少数区域

107.8 335 医師少数区域

気仙

久慈

岩手中部

宮古

釜石

胆江

圏域等

岩手県

盛岡

二戸

両磐

 

２ 医師少数スポット 

○ 盛岡医療圏は医師多数区域に分類されていますが、圏域内で特に医師の確保対策が必要な地区を

医師少数スポット 1として設定し、医師の派遣を行うなど医師偏在対策に取り組む必要があります。 

 

〇 医師少数スポットは、次のいずれかに該当する区域を設定します。（図表２） 

ア 無医地区・準無医地区が所在し、地理的条件から特に医師の確保が必要な市町村の全域 

イ へき地診療所の医師の確保が必要な市町村の区域 

 （図表２） 医師少数スポット一覧 

該当
区分 

医師少数スポット 設定の必要性 

ア 葛巻町の全域 

葛巻町は、地区面積が大きく、集落が点在していることから、医療機関の受
診が困難な地区があります。 
 また、救急医療機関等が集中する盛岡市への距離的な制約があります。 
町内の医療の提供は、国保葛巻病院のほか、１つの民間診療所が担っていま

すが、葛巻病院では、非常勤医師や県立病院・岩手医科大学附属病院等からの
診療応援等を得ながら医療の提供がなされており、安定した医師の確保が必要
となっています。 

イ 

八幡平市安代地区 

八幡平市安代地区の医療提供は、へき地診療所（八幡平市立病院安代診療所
及び同田山診療所）が担っていますが、常勤医は安代診療所の１名のみとなっ
ており、八幡平市立病院や県立中央病院などからの診療応援などにより医療が
提供されています。 

安定した医療を提供するためには、医師の派遣等による医師確保対策が必要
となっています。 

岩手町川口地区 

岩手町川口地区の一部の医療提供は、へき地診療所（県立中央病院附属南山
形診療所）が担っていますが、常勤医が不在で、同附属沼宮内地域診療センタ
ー等からの応援診療（令和５年７月現在、週１日）などにより医療が提供され
ています。 

安定した医療を提供するためには、医師の派遣等による医師確保対策が必要
となっています。 

                         
1 医師少数スポット：医師少数区域以外の区域の一部において特に医師の確保を図るべき地区。 
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第３章 医師確保の方針、目標医師数及び必要医師数 

１ 医師確保の方針 

 〇 本県は、県全体が医師少数都道府県に分類されており、また、盛岡医療圏と二戸医療圏を除く７

圏域が医師少数区域に分類されていることから、県全体の医師数の増加を図ることを方針として必

要な対策を講じることとします。 

 

 〇 医師の絶対数が少ない県北沿岸地域を中心とした医師少数区域に奨学金養成医師を計画的に配

置し、医師の地域偏在の解消を図ります。 

 

 〇 また、周産期・小児医療体制の確保に向けて、奨学金による医師養成等を通じ産科及び小児科の

医師確保に取り組みます。 

 

 〇 加えて、臨床研修医や専攻医の確保、県内定着のため、医療機能の集約化や連携強化による症例

の集中、研修指導体制の充実及び環境整備に取り組みます。 

 

２ 目標医師数及び必要医師数 

⑴ 目標医師数及び必要医師数の設定 

  ○ 本計画では、計画目標年次の令和８年度までに、各二次医療圏が医師少数区域から脱するため

に確保すべき医師数を基礎としつつ、本県の実情を踏まえた「目標医師数」を定めるとともに、

最終目標年次である令和 18 年度までに医師偏在を解消するために確保すべき医師数を「必要医

師数」として定めることとします。 

 

⑵ 目標医師数 

ア 二次医療圏毎の目標医師数 2 

○ 二次医療圏毎の目標医師数は、原則として、医師偏在指標に基づく順位が、令和８年度に

全国の全ての二次医療圏の下位 33.3％を上回るために必要な医師数とされており、二次医療

圏毎に目標医師数及び確保すべき医師数を定めるものとします。 

 

（図表４）二次医療圏毎の目標医師数     （単位：人） 

 

現在医師数
（Ａ）

全国の下位33.3％
超となる医師数

目標医師数
（Ｂ）

確保すべき医師数
（Ｂ－Ａ）

摘　　要

1,375 955 1,375 0 医師少数区域以外

309 374 374 65

211 231 231 20

211 230 230 19

85 96 96 11

58 87 87 29

101 123 123 22

75 85 85 10

84 69 89 5 医師少数区域以外

2,509 2,250 2,690 181二次医療圏計

圏域等

盛　岡＊

岩手中部

胆　江

両　磐

気　仙

釜　石

宮　古

久　慈

二　戸＊

 

                         
2 二次医療圏毎の目標医師数:令和８年度に医師偏在指標に基づく順位が全国全ての二次医療圏の下位 33.3％を上回るために必要な医

師数 
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   〔現在医師数が全国の下位 33.3％に達していない二次医療圏〕 

（岩手中部、胆江、両磐、気仙、釜石、宮古、久慈の各医療圏） 

○ 目標医師数は、二次医療圏の医師偏在指標が全国の下位 33.3％を上回るために必要な医師

数とし、現在医師数との差を確保すべき医師数として設定します。 

 

   〔現在医師数が全国の下位 33.3％を上回る二次医療圏〕 

（二戸医療圏） 

○ 全国の下位 33.3％を上回っているものの、医師の絶対数が少なく、医師数の増加を図る必

要がある地域であることから、当該二次医療圏の医師偏在指標が全国の二次医療圏の医師偏

在指標の平均値程度となるために必要な医師数を目標医師数とし、現在医師数との差を確保

すべき医師数として設定します。 

 

   〔医師多数区域の二次医療圏〕（盛岡医療圏） 

   ○ 医師多数区域であることから、現在医師数を維持することを目標とします。 

 

イ 県全体の目標医師数 3【参考】 

○ 国から示された県全体の目標医師数は、令和８年度に医師偏在指標に基づく順位が全国の

都道府県の下位 33.3％を上回るために必要な医師数として機械的に算出された数値であり、 

本計画においては参考として記載することとします。（図表３）。 

 

 

    （図表３） 岩手県全体の目標医師数【参考】       （単位：人） 

現在医師数
（Ａ）

全国の下位33.3％超
となる医師数

目標医師数
（Ｂ）

確保すべき医師数
（Ｂ－Ａ）

2,509 2,884 2,884 375  

 

⑶ 将来時点（令和 18年度）における必要医師数 

  ○ 必要医師数は、将来時点（令和 18 年）における全国の医師数が全国の医師需要と一致す

る場合の医師偏在指標（全国値）と、医療圏毎の医師偏在指標が等しくなるために必要な医

師数として国が示す数値であり、本県の必要医師数は 3,342 人となっています。 

  

（図表５）必要医師数                            （単位：人） 

医療圏 岩手県 
二 次 医 療 圏 

盛岡 岩手中部 胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 

必要医師数 3,342 1,491 553 336 336 133 116 168 123 93 

   ※ 必要医師数の算出過程で端数処理しているため、二次医療圏毎の合計と岩手県の必要医師数は一致しない。 

 

                         
3 県全体の目標医師数：令和８年度に医師偏在指標に基づく順位が全国都道府県の下位 33.3％を上回るために必要な医師数。なお医師

偏在指標の値は、都道府県においては 47都道府県間の比較により、二次医療圏においては全国 335の二次医療圏との比較により算出さ

れることから、県全体の目標医師数と二次医療圏の目標医師数の合計は一致しない。 
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第４章 医師確保のための施策 

１ 取組方針 

○ 医師確保のための施策は、次の体系により総合的に進めるものとし、目標医師数（令和８年

度）を確保するための短期的施策と、必要医師数（令和 18 年度）を確保するための長期的施

策が相互に補完しながら効果が高まるよう取り組みます。 

 

【施策体系】 

① 医師の養成・確保及び定着対策 

② 医師偏在対策 

③ 医師のキャリア形成支援 

④ 医師の働き方改革等に対応した勤務環境改善支援、子育て支援 

⑤ 地域医療の確保に向けた働きかけと情報発信 

 

２ 計画期間中における医師確保の見通し 

 ○ 奨学金養成医師の県内従事者と即戦力医師の招聘による令和８年度までの医師確保数は 242

人と見込んでいますが、これに廃業等による減少数を前計画の実績と同程度の 50 人と想定し

た場合 192 人となり、二次医療圏の確保すべき医師数の合計値である 181人を上回る見通しで

す。 

 

（図表６-1）奨学金養成医師及び即戦力医師の配置見込み            （単位：人） 

施      策

現状値R2
【A】

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度

【B】

養成医師の県内従事者数 133 166 183 209 233 262 288 155

即戦力医師の招聘数　※1 23 25 26 31 36 41 46 23

臨床研修医数　※２ 136 128 128 130 138 144 163 27

専攻医新規登録者数 37 39 41 46 67 69 74 37

計 329 358 378 416 474 516 571 【Ｃ】  242

医師確保
見込数
【B-A】

施策毎の医師確保見込み数

 

※１ 各年度の招聘数から退職者数を減じた人数であること。 

※２ 各年度における１年次及び２年次臨床研修医数を合算した人数であること。 
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（図表６-２）奨学金養成医師及び即戦力医師の確保見込み         （単位：人） 

 
 

３ 具体的な施策（医師確保対策アクションプラン） 

 ⑴ 医師の養成・確保及び定着対策  

【取組方向】 

○ 県では、地域の医療機関に勤務する医師を確保するため、国の「新医師確保総合対策」等に

基づく医学部臨時定員増に対応し、平成 20(2008)年度から既存の奨学金制度の募集枠の拡充を

行い、現在、岩手県医師修学資金、市町村医師修学資金及び県医療局医師奨学資金の３制度全

体で 55 名の奨学金募集枠を設けています。55 名の奨学金募集枠のうち、東北大学に２名、岩

手医科大学に 35 名の計 37 名の地域枠 4を設置しています。 

 

奨学金名 岩手県医師修学資金

地域枠

岩手医大地域枠Ａ 岩手医大地域枠Ｂ 岩手医大地域枠Ｃ 東北大地域枠 産婦人科枠 岩手医大地域枠D

定　　員 １５名 ８名 ５名 ２名 ２名 ８名 ８名 ７名 ５５名

出願者の出身県等 岩手県出身者 東北出身者 出身地制限なし 岩手県出身者
出身地・大学
の制限なし

出身地・大学
の制限なし

出身地・大学
の制限なし

出身地制限なし －

合計

医 療 局 医 師 奨 学 資 金

区　　　分
地　　　　域　　　　枠 その他

市町村医師修学資金

一般枠

 

 

○ 県では、平成 24 年１月に、医師のキャリア形成支援と医師不足医療機関への支援等を一体

的に行う「地域医療支援センター」を設置し、医師の適正配置等を通じて医師不足医療機関の

支援を行っています。 

 

○ 医師の養成・確保については、配置が本格化している奨学金養成医師の計画的な配置を行う

ほか、高校生や医学奨学生を対象としたセミナーの開催や臨床研修医の受入態勢の整備や県内

外医師への積極的な情報提供等により即戦力医師の招聘を進めます。 

 

 

 

                         
4 地域枠：平成 20 年度以降の臨時定員増に伴い各大学に設定された、卒業後に一定期間、都道府県内で医師として就業することを確約

し、当該都道府県から修学資金の貸与を受けることを要件とした定員枠のこと。 
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ア 奨学金等医師養成事業 

(ア) 大学医学部の臨時定員増の継続に向けた働きかけ 

○ 岩手医科大学医学部及び東北大学医学部の臨時定員増の継続に向けて、国に働きかけてい

きます。 

 

（図表７）本県の地域枠設定状況                 （単位：人） 
（人）

臨時定員増（7）

臨時定員増（2）　※東北大学

年　度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R２ R３ R４ R５ R６

東北大学 － － － － － － － － － － － － 2 2 2 2 2

岩手医科大学 10 15 25 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 35 35

【参考】岩手医科大学の定員の推移

定　員 90 110 125 125 125 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

うち恒久定員 80 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

うち臨時定員 10 15 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

備　考 令和6年度まで延長

20

30

　臨時定員増（5）
　・緊急医師確保対策　H21-H29（9年間）

10

　臨時定員増（10）
　・新医師総合確保対策　H20-H29（10年間）

うち歯学部卒編入枠５人 うち歯学部卒編入枠７人
平成31年度まで

延長
令和3年度まで

延長

臨時定員増（3）

　臨時定員増（10）
　・地域の医師確保の観点　H22：10名増、H25：３名増

　　　28名延長

 

 

(イ) 医学奨学金の貸与 

○ 岩手医科大学及び東北大学に設定された本県地域枠 5に対応した奨学金募集枠のほか、「医

療局医師奨学資金（一般枠）」及び「市町村医師修学資金」により、本県の地域医療に従事す

る医師の養成に取り組みます。 

 

○ 本県で不足している産科医を確保するため、将来、産科医として勤務する意思のある医学

生を対象とした奨学金の貸付を行います。 

 

（図表８）本県の医師奨学金の概要（令和６年度現在） 

奨学金名 岩手県医師修学資金

地域枠

岩手医大地域枠Ａ 岩手医大地域枠Ｂ 岩手医大地域枠Ｃ 東北大地域枠 産婦人科枠 岩手医大地域枠D

定　　員 １５名 ８名 ５名 ２名 ２名 ８名 ８名 ７名 ５５名

出願者の出身県等 岩手県出身者 東北出身者 出身地制限なし 岩手県出身者
出身地・大学
の制限なし

出身地・大学
の制限なし

出身地・大学
の制限なし

出身地制限なし －

合計

医 療 局 医 師 奨 学 資 金

区　　　分
地　　　　域　　　　枠 その他

市町村医師修学資金

一般枠

 

 

(ウ) 奨学金養成医師の定着対策 

○ 奨学金養成医師の円滑な義務履行及び県内への定着促進を図るため、医学奨学生を対象に、

地域医療に取り組む意識の醸成、義務履行に係る疑問や不安の解消及び奨学生同士や県内医

療関係者とのネットワーク構築などを目的としたセミナー等を開催します。 

                         
5 本県地域枠：岩手県医師修学資金に対応した岩手医科大学の本県出身者入学枠を「岩手医大地域枠Ａ」として継続するほか、医療局

医師奨学資金には、岩手医科大学の東北出身者入学枠として「岩手医大地域枠Ｂ」を、岩手医科大学の出身地制限のない入学者枠（全

国枠）として「岩手医大地域枠Ｃ」を、市町村医師修学資金に総合診療科、産科、小児科の指定診療科枠として「岩手医大地域枠Ｄ」

を、東北大学医学部の本県出身者入学枠として「東北大地域枠」を設ける。 
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○ 奨学金養成医師が義務履行終了後も引き続き県内で勤務してもらえるよう、義務履行にお

いて抱えている悩み等を共有することができる奨学金養成医師同士の交流の場づくりに取り

組み、奨学金養成医師の定着を図ります。 

 

○ 奨学金養成医師の中小医療機関での円滑な診療等に資するため、基幹病院において、総合

診療スキル習得研修プログラムを実施するとともに、総合診療に関するセミナーを開催しま

す。 

 

○ 全ての奨学金養成医師に対し、県内で臨床研修を実施することを原則義務付け、臨床研修

医の確保と県内医療機関への定着を推進します。（令和６年度以降に臨床研修を開始する養成

医師から適用） 

 

○ 県外で臨床研修を行った奨学金養成医師から理由等の聴取を行い、その要因を分析し具体

的な対策を講じるため、医学部５、６年生に対する面談等により、臨床研修の意向確認を随

時行い、臨床研修医の確保を推進します。 

 

○ 岩手医科大学の学生に対し、これからの地域医療を担う医療人の育成のため、地域枠制度

を含めた地域医療に関する講義を実施します。 

  

イ 医学部進学者の増加対策 

(ア) 医学部進学セミナー等の開催 

○ 医学部進学を希望する中学生や高校生とその保護者を対象に医学生や医師による講演、医療

現場の見学等を行う医学部進学セミナーを開催し、医学部進学への動機づけを行います。 

 

○ 県教育委員会と連携し、医学部を志望する高校生を対象に、外部講師による対策講座や医学

に関する講演等を体系的・集中的に行う「岩手メディカルプログラム」を実施し、医学部進学

に必要な学力向上や意識醸成を図ります。 

 

(イ) 医学奨学金制度の周知等 

○ 医学部進学を希望する生徒やその保護者の進路決定の一助とするため、本県の医学奨学金制

度や医師の仕事の魅力等を紹介するリーフレット等を作成・配布することにより、奨学金制度

等の周知・ＰＲ活動を行います。 

 

ウ 奨学金養成医師の計画的な配置 

○ 「岩手県医師奨学金養成医師の配置調整に関する基本方針」（以下「配置基本ルール」とい

う。）に基づき、奨学金養成医師を医師少数区域に重点的に配置することとし、令和３年度に

新たに配置調整の対象に加わった奨学金養成医師から県北沿岸地域での義務履行の必須化に

より医師の絶対数が少ない当該地域への配置を推進します。 
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（図表９）奨学金養成医師の配置実績（H28-R5）及び配置見込み（R6-R8）（単位：人） 

 

※1 令和６年度以降の公的病院等配置見込み数は、奨学金養成医師数の６割程度を見込む。（令和５年度配置数と同率） 

※2 令和６年度以降の県北・沿岸地域配置見込み数は、公的病院等配置者数の４割程度を見込む。（令和３年度配置対象 

者から県北沿岸地域での勤務が必須化。令和５年度配置数と同率） 

 

○ 産科及び小児科を選択する奨学金養成医師を対象に、義務履行の全期間を地域周産期母子医

療センターで勤務することができる特例措置の的確な運用により、産科医及び小児科医を志望

する奨学金養成医師の増加に取り組むとともに、県北沿岸地域をはじめとする地域周産期母子

医療センター等に計画的に配置することにより、小児・周産期医療体制の充実を図ります。 

 

○ 岩手医科大学の総合周産期母子医療センター等の体制の充実にも資するよう産科及び小児科

を選択した県医師修学資金養成医師を対象に、１年間を限度としている同大学の総合周産期母

子医療センターでの勤務を義務履行として認める特例措置の拡充に取り組みます。 

 

○ 岩手医科大学の高度救命救急センター等の体制の充実にも資するよう県医師修学資金養成医

師を対象に、１年間を限度としている同大学の高度救命救急センターでの勤務を義務履行とし

て認める特例措置の拡充に取り組みます。 

 

○ 岩手医科大学の県がん診療連携拠点病院等の体制の充実にも資するよう、放射線診断科、放

射線治療科及び病理診断科を選択した奨学金養成医師を対象に、がん診療連携拠点病院での勤

務を義務履行として認める新たな特例措置を設けます。 

 

エ 臨床研修医の確保及び定着 

○ いわてイーハトーヴ臨床研修病院群を構成する県内臨床研修病院が連携し、医学生への県内

での臨床研修実施の原則義務化や臨床研修医間のネットワーク形成、臨床研修の指導体制の充

実に取り組み、臨床研修医の確保・定着を図ります。 

 

オ 寄附講座の設置 

○ 県内の障がい児医療及び療育支援体制の充実を図るため、岩手医科大学に障がい児者医療に

関する寄附講座を設置し、調査・研究を通じて、障がい児・者の医療に携わる医師をはじめと

する医療従事者の人材育成や確保、障がい児・者に対する理解の醸成や支援に関する普及啓発

に取り組みます。 
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カ 即戦力医師の招聘 

○ 県外で従事している即戦力医師の招聘の取組を強化することにより、県北沿岸地域など医師

少数区域の公的病院等の医師確保・定着を図ります。 

 

キ 自治医科大学卒業医師の配置 

○ へき地等における医療の確保向上及び地域住民の福祉の増進を図るため、自治医科大学卒業

医師をへき地等の公的医療機関に配置します。 

 

ク 地域医療支援センターによる医師不足医療機関の支援 

○ 地域医療支援センターを中心として、地域における医師の充足状況等を把握するとともに、

地域医療に関わる関係機関の緊密な連携のもとで、医師の地域偏在解消に向け、医師の適正配

置等を通じて医師不足医療機関を支援します。 

 

○ 医師不足医療機関を支援するため、医師が不足している診療科の状況を把握し、育成支援を

行います。特に、地域医療の担い手として、総合的な診療能力のある医師を育成し、医師不足

医療機関への配置が可能となるよう、総合診療医の養成・確保を促進します。 

 

ケ 県内市町村との連携強化 

○ 市町村単独の奨学金制度に取り組む市町村との間で、専門医制度や奨学金制度などに関する

情報を共有し、必要に応じて連携して取り組むなど、市町村による医師の養成・確保の取組を

促進します。 

  

⑵ 医師偏在対策 

【取組方向】 

○ 奨学金養成医師のキャリア形成に配慮した配置調整等の仕組みを整備し、公的医療機関への

医師の配置が進められていますが、県北沿岸地域の医師不足など医師の地域偏在の問題や、産

科や小児科などの特定診療科の医師不足が続いていることから、引き続き、奨学金養成医師の

配置や派遣等を通じて、医師の偏在対策に取り組んでいきます。 

 

○ 併せて、自治医科大学での医師の養成や、へき地勤務医師の派遣要請等を行う地域医療支援

機構の運営等により、へき地に従事する医師の確保を促進します。 

 

  ア 奨学金養成医師の計画的な配置（再掲） 

○ 「岩手県医師奨学金養成医師の配置調整に関する基本方針」（以下「配置基本ルール」という。）

に基づき、奨学金養成医師を医師少数区域に重点的に配置することとし、令和３年度に新たに配

置調整の対象に加わった奨学金養成医師から県北沿岸地域での義務履行の必須化により医師の絶

対数が少ない当該地域への配置を推進します。（再掲） 
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○ 産科及び小児科を選択する奨学金養成医師を対象に、義務履行の全期間を地域周産期母子医

療センターで勤務することができる特例措置の的確な運用により、産科医及び小児科医を志望

する奨学金養成医師の増加に取り組むとともに、県北沿岸地域をはじめとする地域周産期母子

医療センター等に計画的に配置することにより小児・周産期医療体制の充実を図ります。（再掲） 

 

○ 岩手医科大学の総合周産期母子医療センター等の体制の充実にも資するよう産科及び小児科

を選択した県医師修学資金養成医師を対象に、１年間を限度としている同大学の総合周産期母

子医療センターでの勤務を義務履行として認める特例措置の拡充に取り組みます。（再掲） 

 

○ 岩手医科大学の高度救命救急センター等の体制の充実にも資するよう県医師修学資金養成医

師を対象に、１年間を限度としている同大学の高度救命救急センターでの勤務を義務履行とし

て認める特例措置の拡充に取り組みます。（再掲） 

 

○ 岩手医科大学の県がん診療連携拠点病院等の体制の充実にも資するよう、放射線診断科、放

射線治療科及び病理診断科を選択した奨学金養成医師を対象に、がん診療連携拠点病院での勤

務を義務履行として認める新たな特例措置を設けます。（再掲） 

 

イ 地域医療支援センターによる医師不足医療機関の支援（再掲） 

○ 医師不足医療機関を支援するため、医師が不足している診療科の状況を把握し、育成支援を

行います。特に、地域医療の担い手として、総合的な診療能力のある医師を育成し、医師不足

医療機関への配置が可能となるよう、総合診療医の養成・確保を促進します。（再掲） 

 

ウ 奨学金養成医師の診療応援・短期派遣 

○ 奨学金養成医師が、専門医資格取得等のキャリア形成のため、医師多数区域に所在する医療

機関等に従事する期間中であっても、医師少数区域の医療機関に対し診療応援や短期派遣が行

われるよう必要な調整に努めます。 

 

 エ 自治医科大学卒業医師の配置（再掲） 

○ へき地等における医療の確保向上及び地域住民の福祉の増進を図るため、自治医科大学卒業

医師をへき地等の公的医療機関に配置します。（再掲） 

 

オ へき地医療対策等 

○ へき地等における医療の確保を支援するため、県全体における医師不足や地域偏在に対応し

た地域医療支援機構の効果的な運用や、地域医療支援センターとの連携を進めるとともに、事

業協力病院との連携強化により医師派遣体制の確保を行います。 

 

カ 積極的な偏在対策の実施に関する国への提言等 

○ 全国的な医師の偏在解消に向け、国や地方公共団体の責務を定め、全国レベルで医師を計画

的に養成し適正に配置することなどを基本的施策とする「地域医療基本法（仮称）」の制定を継

続して国に提言します。 
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○ 医師の地域偏在解消に向けた臨床研修制度の見直しや大都市近郊の都道府県に専攻医が集中

しない専門研修の仕組みの創設など、実効性のある施策に国を挙げて取り組むことについて、

「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会 6」が中心となって国に働きかけを行います。 

 

⑶ 医師のキャリア形成支援 

【取組方向】 

○ 地域医療支援センターに岩手県医師支援調整監 7を設置し、奨学金養成医師の配置調整に係

るキャリア形成の支援を行っています。 

 

○ 本県の地域医療を担う医師を確保するため、県内臨床研修病院が「いわてイーハトーヴ臨床

研修病院群」として連携し、臨床研修医の確保に向けた取組を行うとともに、専門医等の資格

取得のためのプログラムの整備等に取り組んできました。 

臨床研修医や専攻医の確保に向け、本県における臨床研修の魅力を高め、専門研修プログラ

ムを充実させていく必要があることから、引き続き、イーハトーヴ臨床研修病院群による取組

やプログラム基幹施設の指導体制・プログラム内容の充実等に加え、医療機能の集約化や連携

強化による症例の集中や研修指導体制の充実等による専攻医の受け入れ態勢の整備の充実を

図っていきます。 

 

○ 奨学金養成医師については、配置基本ルールのもと、岩手県医師支援調整監による個別面談

等を通じて、奨学金養成医師の義務履行とキャリア形成の両立支援を行っています。 

今後も、配置基本ルール（＝キャリア形成プログラム 8）の必要な見直しを行いながら、奨

学金養成医師の義務履行とキャリア形成の両立支援を行っていきます。 

 

ア 臨床研修医の確保及び定着（再掲） 

○ いわてイーハトーヴ臨床研修病院群を構成する県内臨床研修病院が連携し、医学生への県内

での臨床研修実施の原則義務化や臨床研修医間のネットワーク形成、臨床研修の指導体制の充

実に取り組み、臨床研修医の確保・定着を図ります。（再掲） 

 

○ 岩手医科大学の臨床研修プログラムに産科及び小児科のプログラムを設定し、産科医等を志

す医師の確保を図ります。 

 

イ 専攻医の受入態勢の充実 

○ より多くの専攻医を確保するため、医療機能の集約化や連携強化による症例の集中や研修指

導体制の充実等による専攻医の受け入れ態勢の整備の充実を図るとともに、専門研修プログラ

ムのホームページ等により、本県プログラムの周知・ＰＲ活動に取り組みます。 

                         
6 地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会：全国的な医師不足と地域偏在の解消に向け、青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、

栃木、群馬、新潟、長野、静岡、宮崎の 12県知事で構成する組織。 
7 岩手県医師支援調整監：奨学金養成医師の配置調整及びキャリア形成支援に関する助言及び指導並びに公的医療機関や医育機関との

協議等に関して専門的な助言を行う医師。岩手県立病院長を歴任した経験豊富な医師に調整監を委嘱しているもの。 

8 キャリア形成プログラム：医師不足地域における医師確保に資するとともに、当該地域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図

ることを目的に都道府県が策定したプログラム（医療法規定）。本県の場合、岩手医科大学地域枠、東北大学地域枠、東北医科薬科大

学Ａ方式及び自治医科大学に入学し、卒業した医師は、本県が策定したキャリア形成プログラムの適用をうける。なお、本県では、配

置基本ルールを地域枠等の奨学金養成医師に適用されるキャリア形成プログラムとして位置づけているもの。 
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○ 県立病院長経験者である医師支援調整監等による面談を継続的に実施し、義務履行とキャリ

アップの両立をきめ細かく行うことにより、専攻医の確保・定着を図ります。 

 

ウ 奨学金養成医師に対応したキャリア形成プログラムの充実  

○ 奨学金養成医師の円滑な義務履行と専門医資格や学位の取得の両立に資するため、診療科の

選択や配置対象施設への対応を考慮し作成したキャリア形成プログラムについて、見直しの検

討を行います。 

 

エ 県内臨床研修医を対象とした海外短期研修の実施  

○ 海外の医学や医療の状況を視察し、それに従事する医療人との国際的な交流により医師 

としての視野を広げ、岩手県の医療に従事する医師のキャリアパス形成を支援するため、海

外短期研修を行います。 

 

⑷ 女性医師やシニア世代の医師等の多様な働き方の支援 

【取組方向】 

○ 出産、育児等により医療現場から離れた女性医師等に対する復職支援や、女性医師等に対す

る育児支援、女性医師等の受入態勢の整備に取り組んでいます。 

  本県の医師総数に占める女性医師と 65 歳以上の医師の割合は増加していることから、引き

続き、子育て中の女性医師や豊富なキャリアを有するシニア世代の医師が働きやすい職場環境

の整備に取り組みます。 

 

○ 女性医師が出産・育児などを行いながら働き続けられるよう、院内保育所の運営支援や

短時間勤務制度の利用促進など、仕事と子育ての両立を実現できる職場環境の整備に取り

組みます。 

 

○ 子育て中の女性医師の復帰を支援するため、職場復職研修の実施やベビーシッターの派

遣支援などに取り組みます。 

○ 多くの知識と経験を有するシニア世代の医師が引き続き勤務できるよう、県立病院にお

いてシニア世代の医師が働きやすい雇用形態等の整備に取り組みます。 

 

⑸ 医師の働き方改革等に対応した勤務環境改善支援 

【取組方向】 

○ 医師の事務的作業を補助する職員（以下「医療クラーク」という。）の配置、医療連携体制

の構築による病院と診療所の連携推進、勤務医の処遇改善等により、病院勤務医の負担軽減を

図るとともに、「医療勤務環境改善支援センター」において、県内の医療従事者の勤務環境の

改善促進などの取組を進めています。 
 

○ 病院勤務医の負担軽減を図るため、引き続き、医療クラークの配置、勤務医の処遇改善や地

域の医療関係団体の連携に取り組むほか、医師の働き方改革を推進するため、医師以外の医療

従事者への医師業務の移管促進などの取組を進めます。 
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ア 勤務環境向上支援 

○ 令和６年度から医師の時間外労働の上限規制が施行された後も、医師の労働時間短縮に向け

て、医療クラークの配置など医師以外の医療従事者に医師の業務を移管するタスク・シフティ

ングや医師の業務の見直しによるタスクシェアリングを支援することにより、勤務医の勤務環

境の向上を図ります。 

 

○ 産科医の処遇を改善し、その確保を図るため、分娩手当等を支給する病院に対して、支援を

実施します。 

 

○ 新生児医療体制の充実のため、出産後ＮＩＣＵに入る新生児を担当する医師に手当を支給す

る病院に対して、支援を実施します。 

 

○ 地域の二次救急医療を担う基幹病院への開業医等の診療応援を確保するための取組を支援し

ます。 

 

イ 医療勤務環境改善支援センター 

○ 医療機関における医師の労働時間の短縮に向けて、労働時間管理の適正化や 36協定等の自己

点検などの取組を支援します。 

 

○ 医療経営アドバイザー等の専門家の派遣による相談支援や、勤務環境改善に関する研修会の

開催による普及啓発などにより、医師の離職防止や医療安全の確保を図ります。 

 

ウ 医師の働き方改革の推進と地域医療を守るネットワークいわて 9 

○ 「医師の働き方改革の推進と地域医療を守るネットワークいわて」により、関係団体が一体

となって医師の働き方改革と地域医療を守る取組を推進します。 

 

⑹ 地域医療の確保に向けた働きかけと情報発信 

【取組方向】 

○ 県では、業務負担の増大によって勤務医が疲弊し、更なる医師不足を招く要因となっている

ことを踏まえ、平成 20 年度から、県民も医療の担い手であるという意識を持ち、症状や医療

機関の役割に応じた適切な受診行動を取ること等の意識啓発を推進するなど、「県民総参加型」

の地域医療体制づくりに向けた県民運動を展開してきたところであり、引き続き、同運動を展

開していきます。 

 

○ また、県では、平成 21 年度から、医師の不足や地域偏在を根本的に解消することを目的と

した「地域医療基本法（仮称）」の制定に関する提言活動を行ってきましたが、今般公表され

た医師偏在指標により、改めて医師の地域偏在に対する関心が全国的に高まり、医師少数都道

府県を中心に都道府県が連帯する機運が高まっています。 

                         
9 医師の働き方改革の推進と地域医療を守るネットワークいわて：病院や住民団体、行政など 14団体により構成される岩手県内の医師

の働き方改革を推進するネットワーク。 
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  このことから、「地域医療基本法（仮称）」の制定に関する国への要望活動に加え、全国的な

医師の不足と地域偏在の根本的な解消に向け、「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」

により、実効性のある施策に国を挙げて取り組むことについて、国に働きかけていきます。 

 

ア 県民総参加型の地域医療体制づくり 

○ 県民も「医療の担い手」であるという意識を持ち、症状や地域の医療機関の役割に応じた適

切な受診行動を行うこと等、県民一人ひとりの行動によって地域医療を支えていくための「県

民みんなで支える岩手の地域医療推進運動」を展開します。 

 

イ 積極的な偏在対策の実施に関する国への提言等 

○ 全国的な医師の偏在解消に向け、国や地方公共団体の責務を定め、全国レベルで医師を計画

的に養成し適正に配置することなどを基本的施策とする「地域医療基本法（仮称）」の制定を継

続して国に要望します。（再掲） 

 

ウ 医師少数都道府県連携による情報発信 

○ 医師の地域偏在解消に向けた臨床研修制度の見直しや大都市近郊の都道府県に専攻医が集中

しない専門研修の仕組みの創設など、実効性のある施策に国を挙げて取り組むことについて、

「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」が中心となって国に働きかけを行います。（再

掲） 

 

４ 二次医療圏毎の医師確保対策 

 ⑴ 盛岡医療圏（盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町） 
○ 盛岡医療圏は、医師多数区域となっていますが、全県で対応する高度急性期医療機能や医師養

成機関を有するなど、本県の医療機能を支える中核的な機能を有しています。 

 また、区域内に医師少数スポットを有しており、医師少数スポットや他の医師少数区域への

派遣調整機能を担う必要があります。 

 以上のことから、盛岡医療圏では現在医師数を目標医師数とし、現在医師数を維持すること

を基本とします。 

 

   （図表 10） 医師少数スポットへの派遣等のイメージ 

　①　少数スポットの診療所等に直接派遣するパターン

　　　

　②　少数スポットの所在する市町村の地域病院を支援するパターン

へき地医療

拠点病院等
（医大・中央病院等）

※養成医師・非養成医師

へき地医療

拠点病院等
（医大・中央病院等）

※養成医師・非養成医師

医師少数スポット

医療機関

市町村

医師少数スポット

地域病院 へき地

診療所等

派遣・応援診療

派遣・応援診療 派遣・応援診療
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○ 医師少数スポットにおける医師確保対策は、地域や医療機関の状況に応じて、次の対策を組み

合わせて行います。 

    ・ 医師少数スポット内の医療機関への養成医師や自治医科大学卒業医師等の派遣 

    ・ 盛岡医療圏域内の地域病院から医師少数スポットに対し、応援診療等がなされる場合、当

該地域病院に対する養成医師等の派遣 

 

○ 養成医師が学位や専門医の資格取得等のため、岩手医科大学等の盛岡医療圏の医療機関で研修

等をしなければならないことにより、養成医師を医師少数区域に配置することが困難になる場合

においては、当該医療機関に対して、医師の診療応援・短期派遣を行うよう協力を要請します。 

 

⑵ 岩手中部医療圏（花巻市、北上市、遠野市、西和賀町） 
 ○ 岩手中部医療圏は、現在医師数が 309 人、目標医師数が 374 人で令和８年度までに 65 人の医

師を確保する必要があります。 

 

○ 本計画における医師偏在対策は、公的医療機関に対する養成医師の配置調整や招聘医師の配置

により行います。 

 

○ 配置に当たっては、配置基本ルールに基づき、中小規模の医療機関への配置や応援診療などに

より、圏域内の医療提供体制の確保を図ります。 

 

⑶ 胆江医療圏（奥州市、金ケ崎町） 
○ 胆江医療圏は、現在医師数が 211 人、目標医師数が 231 人で令和８年度までに 20 人の医師を

確保する必要があります。 

 

○ 本計画における医師偏在対策は、公的医療機関に対する養成医師の配置調整や招聘医師の配置

により行います。 

 

○ 配置に当たっては、配置基本ルールに基づき、中小規模の医療機関への配置や応援診療などに

より、圏域内の医療提供体制の確保を図ります。 

 

⑷ 両磐医療圏（一関市、平泉町） 
○ 両磐医療圏は、現在医師数が 211 人、目標医師数が 230 人で令和８年度までに 19 人の医師を

確保する必要があります。 

○ 本計画における医師偏在対策は、公的医療機関に対する養成医師の配置調整や招聘医師の配置

により行います。 

 

○ 配置に当たっては、配置基本ルールに基づき、中小規模の医療機関への配置や応援診療などに

より、圏域内の医療提供体制の確保を図ります。 
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⑸ 気仙医療圏（大船渡市、陸前高田市、住田町） 
○ 気仙医療圏は、現在医師数が 85 人、目標医師数が 96 人で令和８年度までに 11 人の医師を確

保する必要があります。 

 

○ 本計画における医師偏在対策は、公的医療機関に対する養成医師の配置調整や招聘医師の配置

により行います。 

 

○ 配置に当たっては、配置基本ルールに基づき、養成医師は一定期間、県北沿岸地域での勤務を

行うこととしており重点的な配置を進めます。また、中小規模の医療機関への配置や応援診療な

どにより、圏域内の医療提供体制の確保を図ります。 

 

⑹ 釜石医療圏（釜石市、大槌町） 
○ 釜石医療圏は、現在医師数が 58 人、目標医師数が 87 人で令和８年度までに 29 人の医師を確

保する必要があります。 

 

○ 本計画における医師偏在対策は、公的医療機関に対する養成医師の配置調整や招聘医師の配置

により行います。 

 

○ 配置に当たっては、配置基本ルールに基づき、養成医師は一定期間、県北沿岸地域での勤務を

行うこととしており重点的な配置を進めます。また、中小規模の医療機関への配置や応援診療な

どにより、圏域内の医療提供体制の確保を図ります。 

 

⑺ 宮古医療圏（宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村） 
○ 宮古医療圏は、現在医師数が 101 人、目標医師数が 123 人で令和８年度までに 22 人の医師を

確保する必要があります。 

 

○ 本計画における医師偏在対策は、公的医療機関に対する養成医師の配置調整や招聘医師の配置

により行います。 

 

○ 配置に当たっては、配置基本ルールに基づき、養成医師は一定期間、県北沿岸地域での勤務を

行うこととしており重点的な配置を進めます。また、中小規模の医療機関への配置や応援診療な

どにより、圏域内の医療提供体制の確保を図ります。 

 

⑻ 久慈医療圏（久慈市、普代村、野田村、洋野町） 
○ 久慈医療圏は、現在医師数が 75 人、目標医師数が 85 人で令和８年度までに 10 人の医師を確

保する必要があります。 

 

○ 本計画における医師偏在対策は、公的医療機関に対する養成医師の配置調整や招聘医師の配置

により行います。 
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○ 配置に当たっては、配置基本ルールに基づき、養成医師は一定期間、県北沿岸地域での勤務を

行うこととしており重点的な配置を進めます。また、中小規模の医療機関への配置や応援診療な

どにより、圏域内の医療提供体制の確保を図ります。 

 

⑼ 二戸医療圏（二戸市、軽米町、九戸村、一戸町） 
○ 二戸医療圏は、現在医師数が 84 人、目標医師数が 89人で令和８年度までに５人の医師を確保

する必要があります。 

○ 本計画における医師偏在対策は、公的医療機関に対する養成医師の配置調整や招聘医師の配置

により行います。 

 

○ 配置に当たっては、配置基本ルールに基づき、養成医師は一定期間、県北沿岸地域での勤務を

行うこととしており重点的な配置を進めます。また、中小規模の医療機関への配置や応援診療な

どにより、圏域内の医療提供体制の確保を図ります。 
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第５章 産科及び小児科の医師確保計画 

１ 現状 

○ 本県では、産科については４つの周産期医療圏が設定され、また、小児科については二次医療圏

と同一の９つの小児医療圏が設定されています。 

 

○ 本県は、分娩取扱医師偏在指標及び小児科医師偏在指標に基づき、産科及び小児科とも、県全体

が相対的医師少数区域となっています。 

 

○ 周産期医療圏及び小児医療圏については、それぞれ相対的医師少数区域とならない圏域があるも

のの、本県の産科医及び小児科医は絶対数の不足と圏域間の偏在が著しい状況にあり、加えて、全

国的にも医師不足が深刻であることから、県全体として医師確保に取り組む必要があります。 

 

 （図表 11）分娩取扱医師偏在指標       （図表 12）小児科医師偏在指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 産科医等の確保の方針及び目標医師数 

⑴ 確保の方針及び目標医師数等の設定 
ア 確保の方針 

○ 産科及び小児科については、医師の絶対数が不足しており、本計画期間内に医師数の大幅

な増加を図ることが困難と見込まれることから、現在の診療体制を維持するために必要な医

師数を確保することを方針として必要な対策を講じることとします。 

 

 （図表 13）産科の偏在対策基準医師数（単位：人） 

 

圏域等 現在医師数（Ａ）
偏在対策基準
医師数  （Ｂ）

過不足数
（Ａ-Ｂ）

岩手県 88 73.5 14.5

盛岡・宮古 47 27.9 19.1

岩手中部・胆江・両磐 29 22.6 6.4

気仙・釜石 5 4.3 0.7

久慈・二戸 7 4.1 2.9  

圏域等 医師偏在指標 区　　分

岩手県 94.8 相対的医師少数都道府県

盛　岡 106.3 -

岩手中部 71.7 相対的医師少数区域

胆　江 50.3 相対的医師少数区域

両　磐 64.6 相対的医師少数区域

気　仙 144.4 -

釜　石 90.9 -

宮　古 87.2 -

久　慈 90.3 -

二　戸 111.7 -

圏域等 医師偏在指標 区　　分

岩手県 10.7 相対的医師少数都道府県

盛岡・宮古 13.8 -

岩手中部・胆江・両磐 7.6 相対的医師少数区域

気仙・釜石 8.3 相対的医師少数区域

久慈・二戸 9.7 -
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 （図表 14）小児科医師偏在指標 

 

圏域等 現在医師数（Ａ）
偏在対策基準

医師数 (B)
過不足数
（Ａ-Ｂ）

岩手県 139 129.4 9.6

盛岡 81 57.1 23.9

岩手中部 19 19.8 △ 0.8

胆江 7 10.2 △ 3.2

両磐 8 9.4 △ 1.4

気仙 8 3.8 4.2

釜石 2 2.9 △ 0.9

宮古 5 4.5 0.5

久慈 4 3.2 0.8

二戸 5 3.1 1.9
 

 

○ 医師全体の確保のための施策に加え、産科及び小児科の医師確保に有効な施策を併せて講

じることとします。 

 

イ 目標医師数の設定 

○ 産科医師偏在指標及び小児科医師偏在指標に基づき、計画策定時（令和６年度）の医師偏

在指標が全国の平均値となるために必要な医師数を「目標医師数」として定めることとしま

す。 

 

⑵ 産科及び小児科の目標医師数 

ア 産科 

○ 県全体の目標医師数は、周産期医療圏毎の産科必要医師数の合計である 98人、確保すべき

医師数は 10 人とします。 

 

○ 周産期医療圏毎の産科目標医師数は、計画策定時の分娩数による、医師偏在指標が全国の

平均値となるために必要な医師数とし、現在医師数との差を確保すべき医師数とします。 

 

（図表 15）産科の目標医師数       （単位：人） 

圏域等 現在医師数（Ａ） 目標医師数(B)
確保すべき医師数

（Ｂ-Ａ）

岩手県 88 96 8

盛岡・宮古 47 47 0

岩手中部・胆江・両磐 29 37 8

気仙・釜石 5 7 2

久慈・二戸 7 7 0

二次医療圏計 88 98 10  

※ 盛岡・宮古医療圏の医師偏在指標が全国平均となるための医師数は 46 人であり、現在医師数を

下回ることから、目標医師数は現在医師数とする。 
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イ 小児科 

○ 県全体の目標医師数は、小児医療圏毎の小児科必要医師数の合計である 166 人、確保すべ

き医師数は 27人とします。 

 

○ 小児医療圏毎の小児科目標医師数は、計画策定時の年少人口及び標準化受療比率による、

医師偏在指標が全国の平均値となるために必要な医師数とし、現在医師数との差を確保すべ

き医師数とします。 

 

     （図表 17）小児科の目標医師数      （単位：人） 

   

圏域等 現在医師数（Ａ） 目標医師数(B)
確保すべき医師数

（Ｂ-Ａ）

岩手県 139 151 12

盛　岡 81 81 0

岩手中部 19 28 9

胆　江 7 15 8

両　磐 8 13 5

気　仙 8 8 0

釜　石 2 4 2

宮　古 5 7 2

久　慈 4 5 1

二　戸 5 5 0

二次医療圏計 139 166 27  

※ 盛岡及び気仙医療圏の医師偏在指標が全国平均となるための医師数はそれぞれ 79人と 6

人であり、現在医師数を下回ることから、目標医師数は現在医師数とする。 

 

【参考】産科における医師偏在指標の算出方法及び医師偏在指標が全国平均を上回るための 

医師数の算出 

◆ 医師偏在指標の計算式：医師偏在指標＝医師数／分娩件数（千件） 

※ 医師数は性年齢調整後の標準化医師数を用いることとされているが、将来時点の

構成比を想定することは困難なため実数を求めることとする。 

 

（図表 16）分娩取扱医師偏在指標（全国平均）を上回るために必要な医師数 

 

 

医療圏域 医師偏在指標 医師数 分娩件数（千件）

全国平均 12.4 9,396 757.4

岩手県 12.5 96 7.7

盛岡・宮古 12.6 46 3.7

岩手中部・胆江・両磐 12.5 37 2.9

気仙・釜石 12.5 7 0.6

久慈・二戸 13.0 7 0.5
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【参考】小児科における医師偏在指標の算出方法及び医師偏在指標が全国平均を上回るため

の医師数の算出 

◆ 医師偏在指標の計算式： 

医師偏在指標＝医師数／（年少人口（10万人）×標準化受療比率） 

 ※１ 医師数は性年齢調整後の標準化医師数を用いることとされているが、将来時点

の構成比を想定することは困難なため実数を求めることとする。 

※２ 標準化受療比率：地域の性年齢別年少人口毎の受療率等により算出したもの

で、厚生労働省で算出したもの。 

 

（図表 18）小児科医師偏在指標（全国平均）を上回るために必要な医師数 

 
医療圏域 医師偏在指標 医師数 年少人口（１０万人） 標準化受療比率

全国平均 126.9 17,634 139.00576 1.000

岩手県 127.0 151 1.20938 0.983

盛　岡 127.7 79 0.50016 1.237

岩手中部 130.4 28 0.22868 0.939

胆　江 135.8 15 0.13243 0.834

両　磐 128.3 13 0.10824 0.936

気　仙 146.0 6 0.04541 0.905

釜　石 127.7 4 0.03675 0.852

宮　古 144.2 7 0.06364 0.763

久　慈 145.0 5 0.05186 0.665

二　戸 149.6 5 0.04219 0.792
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３ 医師確保のための施策 
⑴ 取組方針 

○ 医師全体の確保に係る施策と併せて、産科及び小児科の医師確保に効果的な取組を推進します。 

 

○ 産科医等の確保に資する取組に加えて、保健医療計画に定める施策を推進することにより、周

産期及び小児医療体制の充実を図ります。 

 

⑵ 具体的な施策（医師確保対策アクションプラン） 

 

  ア 産科及び小児科医師の確保 

【取組方向】 

○ 県では、診療科全般にわたり医師が不足している中で、特に産科及び小児科の医師不足が深

刻であることから、産婦人科または小児科を選択した奨学金養成医師については、義務履行の

全期間を地域周産期母子医療センターで勤務することができる特例を設け、奨学金養成医師の

産科及び小児科の選択を誘導するとともに、産科及び小児科等の即戦力医師の招聘に取り組ん

でいます。 

 

○ 各地域において質の高い小児・周産期医療を提供できる環境を維持していくため、養成医師

の配置に係る特例措置の追加、奨学金貸付枠の設定などに取り組みます。 

 

○ 産科及び小児科を選択する奨学金養成医師を対象に、義務履行の全期間を地域周産期母子医

療センターで勤務することができる特例措置の的確な運用により、産科医及び小児科医を志望

する養成医師の増加に取り組むとともに、県北沿岸地域をはじめとする地域周産期母子医療セ

ンター等に計画的に配置することにより、小児・周産期医療体制の充実を図ります。（再掲） 

 

○ 岩手医科大学の総合周産期母子医療センター等の体制の充実にも資するよう産科及び小児

科を選択した県医師修学資金養成医師を対象に１年間を限度としている同大学の総合周産期

母子医療センターでの勤務を義務履行として認める特例措置の拡充に取り組みます。（再掲） 

 

○ 県外で従事している即戦力医師の招聘の取組を強化することにより、県北沿岸地域など医

師少数区域の公的病院等の医師確保・定着を図ります。（再掲） 

 

○ 県内の障がい児医療及び療育支援体制の充実を図るため、岩手医科大学に障がい児者医療

に関する寄附講座を設置し、調査・研究を通じて、障がい児・者の医療に携わる医師をはじ

めとする医療従事者の人材育成や確保、障がい児・者に対する理解の醸成や支援に関する普

及啓発に取り組みます。（再掲） 

 

○ 産科医の処遇を改善しその確保を図るため、分娩手当等を支給する病院に対して、支援を

実施します。（再掲） 
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○ 新生児医療体制の充実のため、出産後ＮＩＣＵに入る新生児を担当する医師に手当を支給

する病院に対して、支援を実施します。（再掲） 

 

○ 本県で不足している産科医を確保するため、将来、産科医として勤務する意思のある医学

生を対象とした奨学金の貸付を行います。（再掲） 

 

○ 岩手医科大学の臨床研修プログラムに産科及び小児科のプログラムを設定し、産科医等を

志す医師の確保を図ります。（再掲） 

 

イ 保健医療計画（周産期医療の体制、小児医療の体制）の推進 

 

   (ア) 周産期医療の体制 

【取組方向】 

（周産期医療関連施設間の連携） 

○ 県内の分娩取扱医療機関数が減少傾向にあるなかで、どの地域においても安心して妊娠・出

産できる安全な周産期医療体制を整備・維持するため、周産期医療を担う医療従事者の育成・

確保や妊産婦の通院負担の軽減等を図ります。 

 

（周産期救急の 24時間対応可能な体制の確保） 

○ 増加傾向にあるハイリスク妊産婦等に対応するため、医療機関の機能強化や人材育成によ

り、24時間対応可能な周産期救急の体制を確保します。 

 

（新生児医療の提供が可能な体制の確保） 

○ 全国的にもほぼ同様の傾向にある低出生体重児の割合の増加等に対応するため、新生児救急

搬送等、新生児医療の提供体制を確保します。 

 

（人材の確保・育成等の推進） 

○ 限られた周産期医療資源を効率的に活用し、医療従事者の負担を軽減するため、医療人材の

育成や医療環境の整備を推進します。 

 

（医療的ケアを必要とする障がい児等の療養・療育支援体制の整備） 

○ 医療の発達を背景として、医療的ケアを必要とする障がい児等が増加傾向にある中で、その

障がい児医療（療育）に携わる医師をはじめとする医療従事者が不足していることから、医療

的ケア児等が安心して生活の場で療養・療育できるよう、岩手医科大学に障がい児者医療（療

育）に関する寄附講座を設置し、医師等の人材育成や確保に取り組む等、引き続き、関係機関

と連携し医療的ケア児等を支援します。 

 

   （周産期母子医療センター機能の強化） 

○ 各周産期母子医療センターがリスクに応じた機能分担と連携による適切な周産期医療を

提供する体制を整備するため、センターの運営や機器整備に対する支援を実施します。 
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○ 岩手医科大学附属病院は総合周産期母子医療センターの機能を有していることから本県

高度医療拠点としての整備・運営について支援します。 

 

（ＩＣＴを活用した医療情報連携） 

○ 岩手県周産期医療情報ネットワーク等を活用しながら、医療機関（関係診療科を含む。）

や市町村が連携して妊産婦の健康をサポートします。特に、特定妊婦、産後うつや精神疾

患を合併した妊産婦に対応できるよう、総合周産期母子医療センター等医療機関における

診療科間の連携や医療機関間の連携を進めます。 

 

○ 岩手県周産期医療情報ネットワークシステムや超音波画像伝送システム等ＩＣＴを活用

した医療情報システムが有効に活用されるよう取組を進めます。 

 

（救急搬送体制の強化） 

○ 岩手県周産期医療情報ネットワーク等を活用しながら、周産期救急搬送コーディネータ

ーと医療機関、消防機関との連携体制の充実・強化を図ります。 

 

○ 新生児の救急搬送について、引き続きヘリコプターによる搬送体制を確保します。 

 

○ モバイル型妊婦胎児遠隔モニターの一層の活用などにより、救急搬送時の安全性の

更なる向上を図ります。 

 

（人材の確保・育成等の推進） 

○ 「いわて看護職員確保定着アクションプラン」に基づき、看護職員養成施設、医療機関、

公益社団法人岩手県看護協会、岩手県立大学等の関係機関・団体と連携し、潜在助産師の

復職の支援や新たに助産師を目指す者への修学支援など助産師の確保・定着に取り組みま

す。 

 

○ 周産期に関わる医療従事者を育成するため、総合周産期母子医療センター、岩手県医師

会及び岩手周産期研究会等と連携し、県内の周産期医療機関の医師、助産師、看護師、救

急隊員等に対する新生児蘇生法や救急搬送、技術向上に関する研修の充実に取り組みます。 

 

○ 超音波診断装置等による胎児の先天性心疾患等を的確に診断するため、画像読影等の専

門研修による人材育成に取り組みます。 

 

○ 周産期に関する助産師や保健師を対象とした研修を実施し、周産期医療関係者の人材育

成を行います。 

 

○ 医師の負担を軽減するため、出産、育児等により医療現場から離れた女性医師等に対す

る復職支援、医師の事務作業を補助する職員（医療クラーク）の配置、勤務医の処遇改善

等による女性医師等に対する育児支援を実施します。 
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○ 院内助産・助産師外来や産前・産後サポートなど、大きな役割を担う助産師の更なるス

キルアップに向けて取り組みます。 

 

（災害時における小児・周産期医療の確保） 

○ 災害時に小児・周産期医療に特化した情報収集や関係機関との調整等を担う「災害時小

児周産期リエゾン」を養成するとともに、リエゾン間の役割分担や、平時からの災害医療

コーディネーターや DMAT等関係機関との訓練等を通じて、地域のネットワークを災害時に

有効に活用する仕組みを構築します。 

 

（新興感染症の発生・まん延時の周産期医療体制） 

○ 新興感染症の発生・まん延時においても、周産期医療提供体制を確保するため、平

時から、感染症の罹患又は罹患が疑われる妊婦に対する産科診療や分娩を実施する医療

機関の連携体制の確保を推進します。 

 

（地域で妊産婦を支える取組） 

○ 岩手県周産期医療情報ネットワークシステム「いーはとーぶ」の活用などにより、産科

医療機関や市町村が連携して妊産婦の健康サポートや、特定妊婦、産後うつや精神疾患を

合併した妊産婦を含めた全ての妊産婦への早期の対応ができるよう連携体制の構築を進め

ます。 

 

○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、市町村における「子育て世

代包括支援センター」の設置及び「産前・産後サポート事業」や「産後ケア事業」の導入

を促進するとともに、関係機関と連携して妊産婦等を支える地域の包括的な支援体制の構

築に取り組みます。 

 

○ 分娩取扱施設が減少している中、妊産婦の通院に係る負担を軽減するための支援（アク

セス支援）を行う市町村の拡大などにより、安心して妊娠・出産ができる環境の充実を図

ります。 

 

○ 院内助産や助産師外来など、助産師が主体となって行う助産ケアを促進し、妊娠期から

子育て期にわたる切れ目のない支援を推進します。 

 

○ 保健所に設置している性と健康の相談センターなどにおいて、妊娠、育児、思春期等の

健康教育や相談活動を充実し、正しい知識を普及することで、健康な妊娠・出産・育児が

できるよう、また男女ともに生涯を通じて健康の保持・増進が図られるよう支援します。 

 

（医療的ケアを必要とする障がい児等の療養・療育の支援） 

○ ＮＩＣＵ等に入室している医療的ケアを必要とする障がい児等が生活の場で療養・療育

できるよう関係者との連携を図り、支援策を検討する体制を構築します。 
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○ 周産期医療関連施設と市町村、保健・福祉等関係機関の連携・調整機能を強化します。 

 

○ ＮＩＣＵ病床の後方病床としての県立療育センターをはじめとする小児医療を担う医療

機関の間での連携強化を図ります。 

 

○ 国の小児在宅医療に関する人材養成研修に小児科医を派遣し、小児在宅医療を担う人材

を育成します。 

 

○ 在宅の超重症児等の短期入所の受入れを支援します。 

 

   (イ) 小児医療の体制 

【取組方向】 

○ 小児医療を担う医療従事者の育成・確保やオンライン診療をはじめとするＩＣＴの活用によ

り、小児患者の症状に応じた医療提供体制の構築に取り組みます。 

 

○ 症心身障がい児や医療的ケア児、慢性疾患児が生活の場で療養・療育できるよう、医療・介

護・福祉・教育等関係機関との連携を推進します。 

 

○ 災害時、新興感染症の発生・まん延時においても小児及び小児患者に適切な医療や物資を提

供できる体制を構築します。 

 

（小児医療を担う医療従事者の確保等） 

○ 各医療機関が求められる医療機能を果たすために十分な人数の小児科医を確保すること

を目指し、奨学金養成医師について、小児科専門医資格の取得などキャリア形成への支援

や、地域での小児・周産期医療を担う周産期母子医療センター等への配置を進めます。 

 

○ 「いわて看護職員確保定着アクションプラン」に基づき、看護職員養成施設、医療機関、

公益社団法人岩手県看護協会、岩手県立大学等の関係機関・団体と連携し、看護師・助産

師の確保・定着を進めます。 

 

（小児医療体制の確保・充実） 

一般小児医療及び初期小児救急医療 

○ 医療機関の機能分化と連携により、症状に応じた切れ目ない医療を提供できる医療提供

体制の構築を推進します。 

 

○ 二次保健医療圏ごとに初期小児救急医療体制を確保するため、引き続き、小児科以外の

医師を対象に、小児救急医療に係る知識・技術の向上を図るための研修会を実施します。 

○ 市町村等と連携し、小児救急に関するウェブ情報や小児救急医療電話相談の活用、適切

な医療機関の選択を促すための情報提供と普及・啓発に取り組みます。 
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小児専門医療及び入院小児救急医療 

○ 身近な疾患を中心とした入院については二次保健医療圏内で対応するとともに、圏域内

で完結できない入院や新生児を含む専門医療については二次保健医療圏を越えた医療機関

の役割分担と連携の下で対応します。 

 

○ 盛岡保健医療圏における小児救急輪番制の運営支援及び他保健医療圏からの小児救急患

者を受入れるためのベッドを確保する取組を引き続き実施します。 

 

○ 小児患者やその家族の移動負担の軽減を図り、病状に応じた適切な医療を提供できる体

制を確保するため、引き続き岩手医科大学附属病院と各小児医療機関等による小児医療遠

隔支援システムを活用した遠隔診断支援の取組を推進します。 

 

高度小児専門医療及び小児救命救急医療 

○ 重篤な小児救急患者については、必要な医療機器の整備などＮＩＣＵや高度救命救急セ

ンター等の体制充実を図ることで、適切な救急医療を提供します。 

 

○ 救急専門医が重篤な小児救急患者を一刻も早く診察し治療を開始できるよう、引き続き

医療機関への迅速な搬送を実現するドクターヘリの安全かつ円滑な運航に取り組みます。 

 

（療養・療育支援体制の整備） 

○ 小児病棟やＮＩＣＵ等で療養中の慢性疾患児や重症心身障がい児等が生活の場で療養・

療育できるよう、県内市町村における協議の場を活用して、医療・介護・福祉・教育等の

多職種の関係者による連携体制の構築に取り組みます。 

 

○ 研修事業等を活用しながら市町村における医療的ケア児等コーディ－ネーターの配置を

促進します。 

 

○ 医療的ケア児支援センターを中心に、医療的ケア児等コーディネーターを医療関係者が

支える体制の構築に向けて取り組みます。 

 

○ 重症心身障がい児を含む医療的ケア児の入院や在宅医療に対応できる医療機関の充実及

び医療的ケア児・者に対応した障がい福祉施設等の支援体制整備に取り組みます。 

 

○ 小児在宅医療を担う医師、看護師等の人材育成に取り組みます。 

 

○ 在宅の超重症児等の短期入所の受入れを支援します。（再掲） 

 

（相談支援機能等の充実） 

○ 夜間・休日の救急外来への受診等について適切な助言を行うことができるよう、小児救

急医療電話相談事業を引き続き実施します。 
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○ 患者家族の多様化した相談ニーズに応えるため、医療、介護及び福祉などの関係機関の

連携による相談支援体制の充実強化に努めます。 

 

（災害時、新興感染症の発生・まん延時を見据えた小児医療体制） 

○ 災害時、新興感染症の発生・まん延時に小児・周産期医療に係る情報収集や関係機関と

の調整等を担う「災害時小児周産期リエゾン」の養成及び適切な配置を進めます。 

 

○ 災害等の発生に備え、平時から災害時小児周産期リエゾンの技能維持や関係職種間の関

係構築に取り組みます。 
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